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 Ｉ Ｐ 通 信 網 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正 
[ 改 正 ] [ 現 行 ] 

 
    第１章～第15章 （略） 
 
料金表 （略） 
 
別表１～別表３ （略） 
 
 
 
 
 
 
 

 
附 則（令和６年８月 14日経企第 2151号） 

（実施期日） 
１ この附則は令和６年８月29日から実施します。 
（ドコモ光10ギガ基本料金最大6か月間ワンコインキャンペーンの適用） 

２ 当社は、この附則実施の日から当社が別に定める日までの間において、新たに当社と定期契約（通信速度種別に係る品目が10Ｇ
タイプであるものに限ります。）を締結（当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに定期契約を締結する場
合を除きます。）した場合であって、その定期契約を締結した日から起算して180日以内にその締結に基づく工事を完了したときは、そ
の定期契約に係る提供開始日から、その提供開始日を含む暦月から起算して６暦月の間の基本使用料について、次表に規定する
額を減額して適用する取扱い（以下この附則において「ドコモ光10ギガ基本料金最大6か月間ワンコインキャンペーン」といいます。）を
適用します。 

 (1) 第１種契約に係るもの          
１契約ごとに 

区        分 
割引額（月額） 

次の税抜額（かっ
こ内は税込額） 

ドコモ光 プロバイダありプラン タイプA ドコモ光戸建タイプＡ２/東 5,345円 
(5,880円) 

ドコモ光マンションタイプＡ２/東 5,345円 
(5,880円) 

タイプB ドコモ光戸建タイプＢ２/東 5,545円 
(6,100円) 

ドコモ光マンションタイプＢ２/東 5,545円 
(6,100円) 

プロバイダなしプラン ドコモ光戸建単独タイプ２/東 4,945円 
(5,440円) 

ドコモ光マンション単独タイプ２/東 4,945円 
(5,440円) 

ahamo光 4,645円 
(5,110円) 
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料金表 （略） 
 
別表１～別表３ （略） 
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  (2) 第２種契約に係るもの 
１契約ごとに 

区        分 
割引額（月額） 

次の税抜額（かっ
こ内は税込額） 

ドコモ光 
 

プロバイダありプラン タイプA ドコモ光戸建タイプＡ２/西 5,345円 
(5,880円) 

ドコモ光マンションタイプＡ２/西 5,345円 
(5,880円) 

タイプB ドコモ光戸建タイプＢ２/西 5,545円 
(6,100円) 

ドコモ光マンションタイプＢ２/西 5,545円 
(6,100円) 

プロバイダなしプラン ドコモ光戸建単独タイプ２/西 4,945円 
(5,440円) 

ドコモ光マンション単独タイプ２/西 4,945円 
(5,440円) 

ahamo光 4,645円 
(5,110円) 

  (3) 第３種契約に係るもの 
１契約ごとに 

区        分 
割引額（月額） 

次の税抜額（かっ
こ内は税込額） 

ドコモ光 プロバイダなしプラン タイプＣ 5,345円 
(5,880円) 

３ 新たに当社と締結した定期契約に係る契約者が、ドコモ光10ギガ基本料金最大6か月間ワンコインキャンペーンの適用を受けている
又は受けていた他のＩＰ通信網サービスに係るものと同一であると当社が認めたときは、前項の規定にかかわらず、その新たに当社と締
結した定期契約について、ドコモ光10ギガ基本料金最大6か月間ワンコインキャンペーンを適用しません。 

４ 料金表通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定によりＩＰ通信網契約に係る基本使用料を日割するときは、第２
項に規定する額を日割して適用します。 

５ 当社は、ドコモ光10ギガ基本料金最大6か月間ワンコインキャンペーンの適用を受けているＩＰ通信網サービスについて、次のいずれ
かに該当することを当社が確認したときは、ドコモ光10ギガワンコインデビューキャンペーンの適用を廃止します。 

  (1) 基本使用料の料金種別が10Ｇタイプのもの以外となったとき。 
  (2) 定期契約の解除があったとき（定期契約の解除と同時に新たに定期契約を締結するときを除きます。）。 
６ 前項の規定によりドコモ光10ギガ基本料金最大6か月間ワンコインキャンペーンの適用を廃止するときは、その廃止日を含む暦月まで
の基本使用料をドコモ光10ギガ基本料金最大6か月間ワンコインキャンペーンの適用の対象とします。 

（注）第２項に規定する当社が別に定める日は、当社がドコモ光10ギガ基本料金最大6か月間ワンコインキャンペーンの適用を終了す
る日の７日前までに、当社のインターネットホームページにおいて掲示することとします。 

 （その他） 
７ 経企第1665号（平成27年２月）の附則第３条に次の一号を加えます。 
 (4) 経企第2151号（令和６年８月14日）の附則第２項に規定するドコモ光10ギガ基本料金最大6か月間ワンコインキャンペーン

の適用を受けているとき。 
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